
 

 

           平成２４年 ８月１０日  

日本原子力発電株式会社 

 

東海発電所の廃止措置計画認可申請書における計算データの入力の 

誤りに係る再調査について（原因・対策） 

 

 

当社は、平成２４年２月１３日付、原子力安全･保安院（以下「保安院」とい

う。）の指示文書「東海発電所の廃止措置計画認可申請書における計算データの

入力誤りに係る再調査について（指示）※」に基づき、廃止措置計画認可申請書

の計算データに入力の誤りがないことの再調査及び再発防止対策が機能してい

なかったことについての根本原因分析の実施状況を保安院に報告しました。 

（平成２４年３月１３日発表済み） 

 

当社は、廃止措置計画認可申請書の再調査及び計算データの入力の誤りが発生

した根本原因分析を行い、再発防止対策が機能しなかった点を明らかにして、新

たな再発防止対策を取りまとめ、本日、保安院に報告しました。 

今後は、今回策定した新たな再発防止対策に基づき廃止措置計画書の変更申請

を行います。 

 

※【平成２４年２月１３日付 原子力安全・保安院からの指示内容】 

原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、平成２２年３月９日付け２２原企課第１８号をもって

貴社に対して、東海発電所の廃止措置計画認可申請書における計算データの入力の誤りに関する影響分析、

原因究明、再発防止策の策定等を指示し、平成２３年９月９日に、貴社から当該指示に基づいた最終報告を

受けました。 

当院は、独立行政法人原子力安全基盤機構の協力を得て、当該最終報告の内容の妥当性の確認を行ってき

たところですが、再びデータ入力の誤りがあると認められました。 

再発防止策を講じたとしていたにも関わらず、再びデータ入力の誤りが見つかったことは、貴社における

再発防止策が機能していなかったと考えざるを得ません。 

このため、同申請書における計算データについて、改めて入力の誤りがないか調査を行うとともに、貴社

の再発防止策が機能していなかったことについて徹底した根本原因分析を行った上で、実効性のある再発防

止策を講じることを求めます。また、平成２４年３月１３日までに、その実施状況について当院に対し報告

することを求めます。 

 

添付資料: 東海発電所の廃止措置計画認可申請書における計算データの入力の誤りに

係る再調査について（概要） 

 

以 上 

 



 1

東海発電所の廃止措置計画認可申請書における計算データの入力の 

誤りに係る再調査について（概要） 

１． 経緯 

 当社は、「東海発電所廃止措置計画認可申請書」(以下，「廃止措置計画認可申請書」という。) の

放射化放射能濃度の評価及び「東海発電所において用いられた資材等に含まれる放射性物質の放射

能濃度の測定及び評価方法の認可申請書」（以下，「クリアランス認可申請書」という。）の放射性

物質組成の評価に使用されている原子炉領域中性子フルエンス率計算の入力データの一部に誤り

があることが，平成２２年２月２２日に判明したことから，平成２２年３月９日に原子力安全・保

安院（以下，「ＮＩＳＡ」という。）より，正しい計算結果とその反映方法並びに誤りの原因と再発

防止策を示すよう指示を受けた。 

 同指示に基づき，当社は点検調査作業を行い，平成２３年９月９日に報告書「東海発電所の廃止

措置計画認可申請等における放射能評価計算の入力データの一部誤りに関する当社への指示に対

する報告について（最終報告）」（以下「報告書」という。）を提出した。 

 独立行政法人原子力安全基盤機構（以下「ＪＮＥＳ」という。）が，報告書に記載されている放

射性物質量の評価及びその結果を用いた安全評価に係る解析計算が適切に実施されていることを

確認した結果，再計算の一部に誤り箇所の修正漏れ等があると指摘を受けた。 

 そのため，ＮＩＳＡは平成２４年２月１３日付で「日本原子力発電株式会社東海発電所の廃止措

置計画認可申請書における計算データの入力の誤りに係る再調査について（指示）」（以下，「指示

文書」という。）にて，廃止措置計画認可申請書の計算データに入力の誤りがないことの調査及び

再発防止対策が機能していなかったことについての徹底した根本原因分析を実施するよう指示した。 

 

２． ＪＮＥＳから指摘を受けた内容 

(1) 放射化量修正計算の反映不足 

修正した放射化量計算の結果が，一部の下流計算ファイルに反映されていない。 

(2) 計算式等修正の誤り 

是正結果の根拠として提示された修正箇所一覧の資料に誤記があり，一部数式の修正が適切に

反映されていない。 

(3) 物性値データの不整合 

Ag-108m の半減期について，Table of Isotopes の改定前後の値が混在する不整合及び計算

の過程において，同一のコンクリートや炭素鋼に対し，異なる密度が用いられる不整合がある。 

 

３． 廃止措置計画認可申請書の計算データ入力誤りの有無を調査 

(1) 点検の結果，報告書において，再計算結果（計算委託分含む）の一部に再発防止対策が機能せ

ず，誤り箇所の修正漏れ等が計４１箇所あることが判明した。 

 

添付資料 
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修正漏れ等の事象 

解析計算結果の反映漏れ      ［指摘事項(1)に該当］ 

再計算ファイルの修正漏れ（正しい値・式に修正されていなかった） ［指摘事項(2)に該当］ 

再計算に用いたファイルの誤使用     ［指摘事項(2)に該当］ 

物性値・パラメータの不整合     ［指摘事項(3)に該当］ 

注）上記修正漏れ等の事象が重複している箇所もある。 

(2) 直接原因分析結果及び再発防止対策 

 調査の結果，解析計算結果が計算ファイルに反映されているかの確認不足，再計算ファイル

の修正時の見逃し，修正途上の計算ファイルの未反映，物性値等の有効桁数等の不統一が判明

し，これらの直接原因に対する再発防止対策を検討した。 

ａ．解析計算結果の反映漏れ 

計算委託先の再発防止対策 当社の再発防止対策 

発注者（当社）から提示されたファイルを使用す

る場合，再計算ファイルの取合範囲の明確化（入

出力関連図の作成），提示されたファイルの検証記

録の入手と確認及び提示されたファイルの変更の

可否確認を行う仕様とした。 

再計算に反映すべき入力値，計算式を記載した修正

リストの作成及びその妥当性の評価を要求してい

なかったことから，計算委託先に対し，実施した修

正，再計算の結果を確認する際は，セル単位のダブ

ルチェックを実施することを要求するとともに，そ

の結果を確認することとした。 

ｂ．再計算ファイルの修正漏れ（正しい値・式に修正されていなかった） 

計算委託先の再発防止対策 当社の再発防止対策 

修正時に計算シートの行または列のブロック単位

で一括確認していたため見逃しが発生していたこ

とから，セル単位で確実に点検するよう，セル単

位のダブルチェック（レ付け）及びダブルチェッ

ク結果を品質保証部門が確認する仕様とした。 

計算委託先にて実施した，再計算に使用したインプ

ット及びアウトプットのエビデンスのチェック，入

力値や計算式の根拠等の成果物に対し，セル単位の

ダブルチェックが行われていないことに気付かな

かった（確認が不足していた）ことから，計算委託

先が再計算を実施する前に，再計算に反映すべき入

力値，計算式を記載した修正リストの作成（ダブル

チェックを要求）及びその妥当性の評価を要求する

とともに，その評価結果を確認する。 

ｃ．再計算に用いたファイルの 誤使用 

計算委託先の再発防止対策 当社の再発防止対策 

修正作業が継続して正確に引き継がれるよう，解

析等に使用する修正対象の入力データファイルの

ファイル名と作業後に格納するフォルダ名(フォ

ルダ構成含む)を，作業前に明確にする注釈を計算

計画書に追記することとした。 

計算委託先に対し，実施したダブルチェックのエビ

デンスの全数提出を要求するとともに，当社が，そ

のエビデンスが全数提出されていることを確認す

ることにより誤使用がないことを確認可能とした。

また，計算委託先から提出された修正リストの修正

箇所が漏れなく再計算に反映されていることをダ

ブルチェックのエビデンスで確認することとした。
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ｄ．物性値・パラメータの不整合 

計算委託先の再発防止対策 当社の再発防止対策 

― 

評価計算に用いた入力値（参照セル）を元データと

して扱って点検対象外としたため，点検対象外とし

た範囲も含めて物性値・パラメータを点検した。数

値計算ファイルのセルに計算式があるにもかかわ

らず点検対象外としたことに対しては，セル内の計

算式の状態で物性値・パラメータを点検した。点検

の結果については，物性値を引用した箇所を選定

し，個別に不整合とするか評価したうえで必要に応

じて修正することとした。 

 

４． 再発防止策が機能していなかったことに対する根本原因分析結果 

 再発防止対策が機能していなかったことについての指示文書を受け，根本原因分析（以下，「Ｒ

ＣＡ」という。）を実施した。 

ＲＣＡの結果に基づく問題点 再発防止対策 

根本原因１ 

本事案に特化した点検手順を定めず，一次データ

を明確にしていない等，規程制定後の運用を適切

にフォローすることができなかった。 

解析の実施に際しては，点検手順に一次データを

含め，必要な確認事項が網羅されていることを，

解析担当グループマネージャーが確認・承認する。

さらに，許認可に使用する計算値の確認において

は，入出力値を全数点検することを明確にする。

また，本内容をＱＭＳ規程に明記する。 

根本原因２ 

再発防止対策（確認要領）の有効性を確認・検証

するプロセスがなかった。 

重要度の高い不適合については，その再発防止対

策の有効性を検証するプロセスをＱＭＳ規程に明

記する。 

 

５． 今後の対応 

 再発防止対策を実施するとともに，本事案で策定した再発防止対策について，社内他部門（発電

部門，開発計画部門）に通知して水平展開を図り，ＮＵＣＩＡ（原子力施設情報公開ライブラリー）

への登録を行うとともに，今回の点検結果を踏まえ，速やかに廃止措置計画書の変更認可申請を行う。 

 

以 上 


